
 
 
 

平成２１年度 
新地方公会計制度に基づく 
財務諸表（普通会計） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２２年９月 
 

宮城県美里町 





１．財務諸表とは 
 
地方自治体の会計は、地方自治法に基づき、単式簿記の手法により一年間の現金の収入

と支出を明らかにしています。しかし、この方法では、現在の資産や負債（借金）の状況

を明らかにすることができません。民間企業では、複式簿記により、一年間の損益を示す

損益計算書と、今までに取得した資産、負債等の内容を示す貸借対照表を作成し、経営状

況と財産内容を明らかにしています。 
一方で、総務省が平成 18 年 5 月に「新地方公会計制度研究会報告書」を公表、平成 18

年 8 月には「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針」を示し、人口 3
万人未満の市及び町村は平成 23 年度までに財務諸表を整備することとされました。 
このため、本町においても、普通会計の平成 21 年度決算に基づき、財務諸表を作成し、

公表することといたしました。 
 
（１） 総務省方式改訂モデルによる作成 
 
総務省が平成 19 年 10 月に公表した「新地方公会計制度実務研究会報告書」では、二つ

の公会計モデル（「基準モデル」と「総務省方式改訂モデル」）を提示しています。本町で

は、地方財政状況調査（以下「決算統計」という。）のデータを活用できること及び作成過

程の難易度を考慮して、「総務省方式改訂モデル」を採用することといたしました。 
 
（２）財務諸表の内容 
 
財務諸表は、次の 4 表から成ります。 
 
①貸借対照表 
住民サービスを提供するために保有している財産（資産）と、その資産をどのような

財源（負債・純資産）で賄ってきたかを総括的に対照表示した財務書類であり、表内の

資産合計額（表左側）と負債・純資産合計額（表右側）が一致し、左右がバランスして

いることから、バランスシートとも呼ばれています。 
 

②行政コスト計算書（民間企業の「損益計算書」に相当します。） 
１年間（4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで）の行政活動のうち、福祉関係の扶助費やご

みの収集といった資産形成に結びつかない行政サービスに係る経費と、その行政サービ

スの対価として得られた使用料、手数料等の財源を対比させた財務書類です。 
 

③純資産変動計算書 
貸借対照表内の「純資産の部」に計上されている各数値が１年間でどのように変動し

たかを表している財務書類です。 
 

④資金収支計算書（民間企業の「キャッシュフロー計算書」に相当します。） 
歳計現金（資金）の出入りの情報を、性質の異なる３つの区分（「経常的収支の部」、「公

共資産整備収支の部」、「投資・財務的収支の部」）に分けて表示した財務書類です。 
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（３） 財務諸表の関係 
 
財務書類の 4 表の関係は、下の図のとおりです。 

 

 
上図において矢印で結ばれているところは金額が一致することを意味しています。 

 
（４）財務諸表作成の前提条件 
 
①対象会計 
普通会計（一般会計及び土地開発事業特別会計） 
 

②基準日 
平成 22 年 3 月 31 日とし、出納整理期間（平成 22 年 4 月 1 日から 5 月 31 日まで）に

おける資金の出入りは、基準日までに完了したものとみなして処理しています。 
 

③基礎数値 
旧小牛田町及び旧南郷町を含む昭和 44 年度からの決算統計の数値を用いています。 

 
④資産の評価方法 
資産評価の基準は、再調達価格を基準としていますが、一時に全ての固定資産につい

て公正価値評価を行う事務量を考慮して、固定資産台帳の段階的な整備を行うことが認

められており、平成 21 年度には、公共資産のうち、売却可能資産のみ時価評価し、有形

固定資産については、昭和 44 年度からの決算統計の数値（普通建設事業費）を用いて取

得原価としております。 
なお、国や県、民間など他団体に対して支出した負担金・補助金等によって形成され

た有形固定資産は他団体の所有となるため、貸借対照表から除いています。 
また、有形固定資産は、総務省が示している耐用年数に従い、残存価額をゼロとする

定額法により、取得した翌年度から減価償却しています。なお、土地については減価償

却資産ではないことから減価償却をしていません。 
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決算統計上の区分 耐用年数 決算統計上の区分 耐用年数
総務費 土木費
　庁舎等 50 道路 48
　その他 25 橋りょう 60
民生費 河川 49
　保育所 30 砂防 50
　その他 25 海岸保全 30
衛生費 25 港湾 49
労働費 25 都市計画
農林水産業費 　街路 48
　造林 25 　都市下水路 20
　林道 48 　区画整理 40
　治山 30 　公園 40
　砂防 50 　その他 25
　漁港 50 住宅 4
　

0
農業農村整備 20 空港 25

　海岸保全 30 その他 25
　その他 25 消防費
商工費 25 庁舎 50

その他 10
教育費 50
その他 25

【耐用年数表】

 
 
⑤固定資産台帳の段階的な整備 
総務省方式改訂モデルでは、固定資産台帳の段階的な整備が認められ、まずは売却可

能資産に関する台帳を整備し、売却可能額による評価を行い、その後再調達価格による

評価対象資産を広げていくこととなります。 
 
段階的な資産評価の過程は、次のとおりです。 
初年度以降、段階的に整備を進め、精度を高めていきます。 
 

すべての勘定科目の明細が整備された状態

財務書類
４表の公表

売却可能
資産の棚卸

土地
の棚卸

建物等
の棚卸

構築物等
の棚卸

物品等
の棚卸

売却
時価評価

再調達
価額評価

再調達
価額評価

再調達
価額評価

再調達
価額評価

精密化

平成21年度
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２．貸借対照表 
 
（１）資産の部について 
 
公共資産は、約 355 億円で、資産全体の 89.4％を占めています。 
有形固定資産を目的別に見ると、①生活インフラ・国土保全が約 143 億円で、有形固定

資産に占める割合が 40.7％です。次いで、②教育が約 134 億円で、有形固定資産に占める

割合が 37.9％です。 
このことから、道路、公園、住宅などの生活インフラ環境整備や学校、公民館などの教

育環境整備に多く投資してきたことが分かります。 
 
（２）負債の部について 
 
負債のうち返済や支払いが長期にわたる固定負債は、約 153 億円で、そのうち地方債は

約 116 億円となっています。なお、翌年度に償還する予定の地方債は流動負債に計上され

ており、これを合わせた地方債総額は約 127 億円で、負債全体の 76.2％を占めています。 
なお、地方債総額約 127 億円のうち、67.4％にあたる約 85 億円は後年度に地方交付税の

算定の基礎に含まれる見込みとなっております。 
 
（３）純資産の部について 
 
その他一般財源等は、公共資産等以外の資産から公共資産等整備財源以外の負債を差し

引いた額であり、将来自由に財源として使える純資産を表しております。本町においては

約 68 億円のマイナスとなっており、将来の財源が拘束されていることを表しています。 
これは、臨時財政対策債などのいわゆる赤字地方債を発行し、その償還が将来の税収等

の一般財源であることや、職員の「退職手当引当金」が計上されているものの、その財源

が十分に確保されていないことなどに起因します。 
 
（４）社会資本形成の世代間分析について 
 
社会資本形成の結果を表す公共資産のうち、純資産による形成比率を見ることにより、

これまでの世代（過去及び現世代）によって既に負担された割合を見ることができます。 
社会資本形成の過去
及び現世代負担比率

＝ 純資産合計 ÷ 公共資産合計

65.1% ＝ 23,116,422千円 ÷ 35,522,710千円  
このことから、公共資産の 65.1％は，過去及び現世代が既に負担したものと言えます。 
（※ 平均的な値は 50％から 90％の間になります。） 

 
（５）有形固定資産の老朽度について 
 
貸借対照表に計上された有形固定資産のうち、土地以外の償却資産の取得価額に対する

減価償却累計額の割合を計算することにより、耐用年数に比して償却資産の取得からどの

程度経過しているのかを全体として把握することができます。 
資産老朽化

比率
＝

減価償却
累計額

÷ （
有形固定
資産合計

－ 土地 ＋
減価償却
累計額

）

45.7% ＝ 23,442,072千円 ÷ （ 35,233,207千円 － 7,383,180千円 ＋ 23,442,072千円 ）

 このことにより、施設等の老朽化度が 45.7％であると分かります。 
（※ 平均的な値は 35％から 50％の間になります。） 
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[資産の部] [負債の部]
１　公共資産 １　固定負債

(1) 有形固定資産 (1) 地方債 11,586,687

①生活インフラ・国土保全 14,326,478 (2) 長期未払金

②教育 13,365,600 ①物件の購入等

③福祉 1,318,518 ②債務保証又は損失補償

④環境衛生 198,425 ③その他

⑤産業振興 3,464,832 長期未払金計 881,453

⑥消防 359,417 (3) 退職手当引当金 2,808,194

⑦総務 2,199,937 (4) 損失補償等引当金 3,598

有形固定資産合計 35,233,207 固定負債合計 15,279,932

(2) 売却可能資産 289,503

公共資産合計 35,522,710 ２　流動負債

(1) 翌年度償還予定地方債 1,068,690

２　投資等 (2) 短期借入金（翌年度繰上充用金） 0

(1) 投資及び出資金 (3) 未払金 154,017

①投資及び出資金 1,435,368 (4) 翌年度支払予定退職手当 0

②投資損失引当金 0 (5) 賞与引当金 103,149

投資及び出資金計 1,435,368 流動負債合計 1,325,856

(2) 貸付金 116,760

(3) 基金等 負　　債　　合　　計 16,605,788

①退職手当目的基金 0

②その他特定目的基金 991,028

③土地開発基金 381,371

④その他定額運用基金 9,791 [純資産の部]
⑤退職手当組合積立金 0 １　公共資産等整備国県補助金等 5,447,489

基金等計 1,382,190

(4) 長期延滞債権 240,987 ２　公共資産等整備一般財源等 24,476,925

(5) 回収不能見込額 △ 78,249

投資等合計 3,097,056 ３　その他一般財源等 △ 6,821,972

３　流動資産 ４　資産評価差額 13,980

(1) 現金預金

①財政調整基金 572,756 純　 資　 産　 合　 計 23,116,422

②減債基金 202,767

③歳計現金 266,253

現金預金計 1,041,776

(2) 未収金

①地方税 77,414

②その他 11,432

③回収不能見込額 △ 28,178

未収金計 60,668

流動資産合計 1,102,444

資　　産　　合　　計 39,722,210 負 債 ・ 純 資 産 合 計 39,722,210

646,284

0

235,169

貸借対照表
（平成２２年３月３１日現在）

借　　　　　　　　　　方 貸　　　　　　　　　　方

（単位：千円）

－5－



※１　他団体及び民間への支出金により形成された資産 ①生活インフラ・国土保全 千円

②教育 千円

③福祉 千円

④環境衛生 千円

⑤産業振興 千円

⑥消防 千円

⑦総務 千円

計 千円

　上の支出金に充当された財源 ①国県補助金等 千円

②地方債 千円

③一般財源等 千円

計 千円

※２　債務負担行為に関する情報 ①物件の購入等 千円

②債務保証又は損失補償 千円

（うち共同発行地方債に係るもの） 千円）

③その他 千円

※３　地方債残高（翌年度償還予定額を含む）のうち8,526,376千円については、

※３　償還時に地方交付税の算定の基礎に含まれることが見込まれているものです。

※４　普通会計の将来負担に関する情報

　普通会計の将来負担額 24,349,816 千円

　[内訳]　普通会計地方債残高 12,655,377 千円 12,655,377 千円

　　　　　債務負担行為支出予定額 1,035,470 千円 1,035,470 千円 千円

　　　　　公営事業地方債負担見込額 7,571,205 千円 千円

　　　　　一部事務組合等地方債負担見込額 275,972 千円 千円

　　　　　退職手当負担見込額 2,808,194 千円 2,808,194 千円

　　　　　第三セクター等債務負担見込額 3,598 千円 3,598 千円 千円

　　　　　連結実質赤字額 0 千円 千円

　　　　　一部事務組合等実質赤字負担額 0 千円 千円

　基金等将来負担軽減資産 16,952,972 千円

　[内訳]　地方債償還額等充当基金残高 2,218,979 千円

　　　　　地方債償還額等充当歳入見込額 2,011,973 千円

　　　　　地方債償還額等充当交付税見込額 12,722,020 千円

　(差引)普通会計が将来負担すべき実質的な負債 7,396,844 千円

※５　有形固定資産のうち、土地は7,383,180千円です。また、有形固定資産の減価償却累計額は23,442,072千円です。

注記

923,434

79,662

382,255

0

7,571,205

0

275,972

0

621

1,302,547

項目 金額 【（翌年度償還予定）地
方債・（長期）未払金・

引当金】

【契約債務・
偶発債務】

206,077

[内訳]

48,254

負債計上

424,924

329

0

2,432,058

1,496,013

444,678

0

64,325

0

2,432,058
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度

支
払

予
定

退
職

手
当

…
本

町
は

退
職

手
当

組
合

に
加

入
し

て
い

る
た

め
、

計
上

が
あ

り
ま

せ
ん

。

(
2
)
 
貸

付
金

…
(
5
)
 
賞

与
引

当
金

…
翌

年
度

に
支

給
さ

れ
る

賞
与

の
う

ち
当

年
度

の
勤

務
に

対
す

る
分

を
計

上
し

て
い

ま
す

。

(
3
)
 
基

金
等

①
退

職
手

当
目

的
基

金
…

本
町

は
退

職
手

当
組

合
に

加
入

し
て

い
る

た
め

、
計

上
が

あ
り

ま
せ

ん
。

負
　
　
債
　
　
合
　
　
計

②
そ

の
他

特
定

目
的

基
金

…
事

務
事

業
の

実
施

に
備

え
て

、
個

別
に

積
み

立
て

て
い

る
基

金
の

年
度

末
残

高
を

計
上

し
て

い
ま

す
。

③
土
地

開
発

基
金

…
土

地
開

発
基

金
の

年
度

末
残

高
を

計
上

し
て

い
ま

す
。

④
そ
の

他
定

額
運

用
基

金
…

定
額

運
用

す
る

基
金

の
年

度
末

残
高

を
計

上
し

て
い

ま
す

。
[
純
資
産
の
部
]

⑤
退

職
手

当
組

合
積

立
金

…
１

　
公

共
資

産
等

整
備

国
県

補
助

金
等

…

(
4
)
 
長

期
延

滞
債

権
…

２
　

公
共

資
産

等
整

備
一

般
財

源
等

…

(
5
)
 
回

収
不

能
見

込
額

…

３
　

そ
の

他
一

般
財

源
等

…

３
　
流
動
資

産
…

現
金

や
必

要
に

応
じ

て
す

ぐ
に

使
え

る
基

金
、

税
金

等
の

未
収

入
金

が
計

上
さ

れ
て

い
ま

す
。

４
　

資
産

評
価

差
額

…

(
1
)
 
現

金
預

金

①
財

政
調

整
基

金
純
　
 
資
　
 
産
　
 
合
　
 
計

②
減

債
基

金

③
歳

計
現

金
…

当
該

年
度

の
収

入
か

ら
支

出
を

差
し

引
い

た
「
歳

計
現

金
」

(
2
)
 
未

収
金

①
地

方
税

②
そ

の
他

③
回

収
不

能
見

込
額

…

資
　
　

産
　

　
合

　
　

計
負
 
債
 
・
 
純
 
資
 
産
 
合
 
計

災
害

援
護

資
金

や
奨

学
金

な
ど

の
貸

付
金

の
う

ち
未

調
定

の
も

の
を

計
上

し
て

い
ま

す
。

当
該

年
度

の
歳

入
と

し
て

調
定

し
た

未
収

金
を

「
地

方
税

」
と

「
そ

の
他

」
に

分
類

し
表

示
し

て
い

ま
す

。
…

上
記

の
未

収
金

の
う

ち
、

回
収

不
能

と
見

込
ま

れ
る

も
の

を
表

示
し

て
い

ま
す

。
過

去
5
年

間
の

不
納

欠
損

の
実

績
を

踏
ま

え
て

算
定

し
て

お
り

ま
す

。

基
準

日
（
3
 月

3
1
 日

）
の

翌
日

か
ら

１
年

以
降

に
支

払
や

返
済

が
行

わ
れ

る
予

定
の

も
の

で
す

。

債
務

負
担

行
為

を
設

定
し

す
で

に
物

件
の

引
渡

し
や

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

受
け

た
も

の
及

び
債

務
保

証
や

損
失

補
償

の
履

行
が

決
定

し
た

も
の

の
う

ち
、

翌
々

年
度

以
降

に
支

払
う

も
の

を
計

上
し

て
い

ま
す

。

職
員

全
員

が
当

該
年

度
末

時
点

で
退

職
し

た
場

合
に

必
要

と
な

る
退

職
手

当
額

で
あ

り
、

将
来

職
員

が
退

職
し

た
時

点
で

支
払

う
必

要
が

あ
る

金
額

で
す

。

中
小

企
業

等
に

係
る

損
失

補
償

債
務

で
、

履
行

額
が

確
定

し
て

い
な

い
も

の
の

う
ち

、
今

後
損

失
補

償
が

見
込

ま
れ

る
も

の
を

計
上

し
て

い
ま

す
。

基
準

日
（
3
 月

3
1
 日

）
の

翌
日

か
ら

１
年

未
満

に
支

払
い

や
返

済
を

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
も

の
を

計
上

し
て

い
ま

す
。

住
民

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
た

め
の

財
産

を
取

得
し

た
財

源
の

う
ち

、
上

記
の

国
県

補
助

金
と

地
方

債
を

除
い

た
額

を
計

上
し

て
い

ま
す

。
「
貸

付
金

」
及

び
「
長

期
延

滞
債

権
」
の

う
ち

回
収

不
能

と
な

る
こ

と
が

見
込

ま
れ

る
金

額
を

計
上

し
て

い
ま

す
。

過
去

5
年

間
の

不
納

欠
損

の
実

績
を

踏
ま

え
て

算
定

し
て

お
り

ま
す

。

貸
借
対
照
表
 
説
明

借
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

方
貸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
方

連
結

対
象

と
な

る
会

計
・
団

体
・
法

人
の

財
政

状
況

が
一

定
以

上
悪

化
し

た
場

合
、

そ
の

損
失

に
備

え
て

計
上

さ
れ

る
科

目
で

あ
り

、
マ

イ
ナ

ス
金

額
で

表
示

さ
れ

ま
す

。

収
支

不
足

が
発

生
し

た
場

合
、

翌
年

度
の

予
算

か
ら

前
借

り
す

る
こ

と
に

な
り

ま
す

が
、

こ
の

前
借

額
を

計
上

し
ま

す
。

債
務

負
担

行
為

を
設

定
し

す
で

に
物

件
の

引
渡

し
や

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

受
け

た
も

の
及

び
債

務
保

証
や

損
失

補
償

の
履

行
が

決
定

し
た

も
の

の
う

ち
、

翌
年

度
に

支
払

う
も

の
を

計
上

し
て

い
ま

す
。

有
形

固
定

資
産

と
売

却
可

能
資

産
か

ら
構

成
さ

れ
て

お
り

、
資

産
の

大
部

分
を

占
め

て
い

ま
す

。

長
期

間
に

わ
た

り
住

民
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
使

用
さ

れ
る

も
の

で
、

土
地

、
建

物
等

が
該

当
し

ま
す

。

公
共

資
産

の
う

ち
、

行
政

目
的

に
使

用
さ

れ
て

い
な

い
資

産
で

売
却

予
定

の
も

の
を

表
し

て
い

ま
す

。

公
社

や
第

三
セ

ク
タ

ー
等

へ
の

出
資

金
及

び
貸

付
金

や
基

金
の

ほ
か

、
回

収
期

限
が

到
来

し
て

か
ら

１
年

以
上

回
収

で
き

て
い

な
い

債
権

（
長

期
延

滞
債

権
）
な

ど
の

資
産

が
計

上
さ

れ
て

い
ま

す
。

納
税

期
限

や
回

収
期

限
か

ら
１

年
以

上
経

過
し

、
ま

だ
収

入
さ

れ
て

い
な

い
債

権
を

計
上

し
て

い
ま

す
。

住
民

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
た

め
の

財
産

を
取

得
し

た
財

源
の

う
ち

、
国

及
び

県
か

ら
の

補
助

金
額

を
計

上
し

て
い

ま
す

。

公
共

資
産

等
以

外
の

資
産

か
ら

、
公

共
資

産
等

整
備

財
源

以
外

の
負

債
を

差
し

引
い

た
額

を
計

上
し

て
お

り
、

翌
年

度
以

降
に

自
由

に
使

用
で

き
る

財
源

と
い

う
こ

と
に

な
り

ま
す

。

「
（
借

方
）
１

公
共

資
産

(2
)売

却
可

能
資

産
」
の

取
得

価
額

と
売

却
可

能
価

額
と

の
差

額
や

「
２

投
資

等
(1

)投
資

及
び

出
資

金
」
の

う
ち

市
場

価
格

の
あ

る
有

価
証

券
の

取
得

価
額

と
時

価
と

の
差

額
を

計
上

し
て

い
ま

す
。

…
将

来
の

収
入

減
や

不
測

の
支

出
、

地
方

債
の

償
還

に
備

え
て

積
み

立
て

る
基

金
を

計
上

し
て

い
ま

す
。

退
職

手
当

組
合

に
加

入
の

場
合

、
そ

の
団

体
の

持
分

を
当

該
科

目
に

計
上

し
ま

す
。

本
町

の
持

分
額

は
あ

り
ま

せ
ん

。
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３．行政コスト計算書 
 
（１）行政コストの割合について 
 
行政コストを性質別に見ると、「３ 移転支出的なコスト」が最も高く、次いで「２ 物

にかかるコスト」が高くなっています。 
これを目的別に見ると、「３ 移転支出的なコスト」は、福祉、環境衛生、産業振興の順

に高く、「２ 物にかかるコスト」は、教育、生活インフラ・国土保全、総務の順に高くな

っています。 
なお、「４ その他のコスト」のうち(3)その他の行政コストが約 1 億円のマイナスとなっ

ております。これは、物件の購入等に係る未払金の支払いに伴う未払金及び長期未払金の

残高の減少額等を計上しております。 
 
（２）受益者負担比率について 
 
受益者負担である経常収益と経常費用である経常行政コストの比率を見ることにより、

行政サービスに対して利用者の負担により、どの程度賄われているか見ることができます。 
受益者負担比率 ＝ 経常収益 ÷ 経常行政コスト

2.7% ＝ 222,352千円 ÷ 8,129,340千円  
このことから、行政サービスに対する利用者の負担が 2.7％であることが分かります。 
（※ 平均的な値は 2％から 8％の間になります。） 

 
（３）行政コスト対公共資産比率について 
 
行政コストの公共資産に対する比率を見ることで、資産を活用するためにどれだけのコ

ストがかけられているか、あるいはどれだけの資産でどれだけの行政サービスを提供して

いるか、資産利用の効率性を見ることができます。 
行政コスト対
公共資産比率

＝ （ 経常行政コスト － 減価償却費 ） ÷
有形固定資産
（貸借対照表）

19.7% ＝ （ 8,129,340千円 － 1,187,124千円 ） ÷ 35,233,207千円  
このことから、公共資産の効率的活用度は 19.7％であることが分かります。 
（※ 平均的な値は 10％から 30％の間になります。） 
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（
単

位
：

千
円

）

総
　

　
額

（
構

成
比

率
）

生
活

イ
ン

フ
ラ

・
国

土
保

全
教

　
育

福
　

祉
環

 境
 衛

 生
産

 業
 振

 興
消

　
防

総
　

務
議

　
会

支
 払

 利
 息

回
収

不
能

見
込

計
上

額
そ

の
他

（
１

）
人

件
費

1
,7

4
3
,1

5
2

2
1
.4

%
6
8
,0

5
0

5
9
1
,0

3
7

2
3
0
,6

7
8

6
9
,2

5
5

1
1
7
,0

1
4

2
7
,1

6
4

5
6
4
,9

2
0

7
5
,0

3
4

0

（
２

）
退

職
手

当
引

当
金

繰
入

等
1
4
4
,9

2
1

1
.8

%
6
,0

0
0

5
3
,6

0
3

2
4
,0

5
7

7
,0

8
7

1
1
,3

2
0

3
9
2

4
0
,5

6
4

1
,8

9
8

0

（
３

）
賞

与
引

当
金

繰
入

額
1
0
3
,1

4
9

1
.3

%
3
,3

2
1

3
5
,2

1
5

1
3
,7

5
0

4
,1

2
6

6
,9

7
3

1
,6

1
9

3
3
,6

6
8

4
,4

7
7

0

小
　

　
計

1
,9

9
1
,2

2
2

2
4
.5

%
7
7
,3

7
1

6
7
9
,8

5
5

2
6
8
,4

8
5

8
0
,4

6
8

1
3
5
,3

0
7

2
9
,1

7
5

6
3
9
,1

5
2

8
1
,4

0
9

0

（
１

）
物

件
費

1
,0

9
0
,6

0
5

1
3
.4

%
6
4
,4

0
9

4
3
1
,5

9
9

1
0
9
,5

6
5

9
9
,4

5
5

6
1
,3

7
9

1
0
,0

8
1

3
0
8
,7

1
7

5
,4

0
0

0

（
２

）
維

持
補

修
費

1
8
3
,4

3
7

2
.3

%
1
4
5
,3

5
9

1
8
,4

1
4

3
,7

0
5

0
4
,4

3
2

2
,1

3
2

9
,3

9
5

0

（
３

）
減

価
償

却
費

1
,1

8
7
,1

2
4

1
4
.6

%
3
6
0
,0

4
5

3
5
0
,2

3
1

8
2
,0

9
9

2
0
,2

1
2

2
3
6
,4

8
5

4
2
,7

2
3

9
5
,3

2
9

0

小
　

　
計

2
,4

6
1
,1

6
6

3
0
.3

%
5
6
9
,8

1
3

8
0
0
,2

4
4

1
9
5
,3

6
9

1
1
9
,6

6
7

3
0
2
,2

9
6

5
4
,9

3
6

4
1
3
,4

4
1

5
,4

0
0

0
0

（
１

）
社

会
保

障
給

付
5
8
3
,5

3
8

7
.2

%
1
4
,9

9
4

5
6
8
,5

4
4

0

（
２

）
補

助
金

等
1
,3

5
9
,9

9
1

1
6
.7

%
2
,9

8
9

3
1
,4

1
1

4
8
6
,8

1
5

3
2
3
,5

4
2

1
0
2
,7

1
7

3
2
4
,4

0
1

8
7
,0

5
7

1
,0

5
9

0

（
３

）
他

会
計

等
へ

の
支

出
額

1
,5

4
4
,4

5
2

1
9
.0

%
2
8
0
,1

7
6

0
7
9
2
,1

2
0

2
1
0
,6

2
3

2
5
8
,0

6
8

3
,4

6
5

0
0

0

（
４

）
他

団
体

へ
の

　
　

　
公

共
資

産
整

備
補

助
金

等
7
2
,5

6
3

0
.9

%
7
5
0

0
3
6
,4

8
0

2
,8

1
6

2
9
,1

8
6

0
3
,3

3
1

0
0

小
　

　
計

3
,5

6
0
,5

4
4

4
3
.8

%
2
8
3
,9

1
5

4
6
,4

0
5

1
,8

8
3
,9

5
9

5
3
6
,9

8
1

3
8
9
,9

7
1

3
2
7
,8

6
6

9
0
,3

8
8

1
,0

5
9

0

（
１

）
支

払
利

息
2
1
9
,2

1
4

2
.7

%
2
1
9
,2

1
4

（
２

）
回

収
不

能
見

込
計

上
額

9
,9

8
5

0
.1

%
9
,9

8
5

（
３

）
そ

の
他

行
政

コ
ス

ト
△

 1
1
2
,7

9
1

-
1
.4

%
0

0
0

0
0

0
0

0
△

 1
1
2
,7

9
1

小
　

　
計

1
1
6
,4

0
8

1
.4

%
0

0
0

0
0

0
0

0
2
1
9
,2

1
4

9
,9

8
5

△
 1

1
2
,7

9
1

8
,1

2
9
,3

4
0

9
3
1
,0

9
9

1
,5

2
6
,5

0
4

2
,3

4
7
,8

1
3

7
3
7
,1

1
6

8
2
7
,5

7
4

4
1
1
,9

7
7

1
,1

4
2
,9

8
1

8
7
,8

6
8

2
1
9
,2

1
4

9
,9

8
5

△
 1

1
2
,7

9
1

（
　

構
　

成
　

比
　

率
　

）
1
1
.5

%
1
8
.8

%
2
8
.9

%
9
.1

%
1
0
.2

%
5
.1

%
1
4
.1

%
1
.1

%
2
.7

%
0
.1

%
-
1
.4

%

一
般

財
源

振
替

額

１
使

用
料

・
手

数
料

ｂ
1
8
9
,7

1
5

3
7
,0

3
1

4
4
,3

3
0

3
9
,0

0
7

1
,5

1
3

3
1
1

0
1
8
,1

9
6

0
0

0
4
9
,3

2
7

２
分

担
金

・
負

担
金

・
寄

附
金

ｃ
3
2
,6

3
7

0
1
,5

0
0

7
,5

8
4

3
1
2

3
7
3

0
2
2
,8

6
7

0
0

0
1

2
2
2
,3

5
2

3
7
,0

3
1

4
5
,8

3
0

4
6
,5

9
1

1
,8

2
5

6
8
4

0
4
1
,0

6
3

0
0

0
4
9
,3

2
8

ｄ
／

ａ
2
.7

%
4
.0

%
3
.0

%
2
.0

%
0
.2

%
0
.1

%
0
.0

%
3
.6

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%

7
,9

0
6
,9

8
8

8
9
4
,0

6
8

1
,4

8
0
,6

7
4

2
,3

0
1
,2

2
2

7
3
5
,2

9
1

8
2
6
,8

9
0

4
1
1
,9

7
7

1
,1

0
1
,9

1
8

8
7
,8

6
8

2
1
9
,2

1
4

9
,9

8
5

△
 1

1
2
,7

9
1

△
 4

9
,3

2
8

３ 移
転

支
出

的
な

コ
ス

ト

経
常

収
益

合
計

（
ｂ

＋
ｃ

）
ｄ

（
差

引
）

純
経

常
行

政
コ

ス
ト

ａ
－

ｄ

行
政

コ
ス

ト
計

算
書

自
　

平
成

２
１

年
４

月
 １

 日

至
　

平
成

２
２

年
３

月
３

１
日

経
常

行
政

コ
ス

ト
ａ

１ 人
に

か
か

る
コ

ス
ト

　
【
経

常
収

益
】

４ そ
の

他
の

コ
ス

ト

　
【
経

常
行

政
コ

ス
ト

】

２ 物
に

か
か

る
コ

ス
ト
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総
　

　
額

（
構

成
比

率
）

生
活

イ
ン

フ
ラ

・
国

土
保

全
教

　
育

福
　

祉
環

 境
 衛

 生
産

 業
 振

 興
消

　
防

総
　

務
議

　
会

支
 払

 利
 息

回
収

不
能

見
込

計
上

額
そ

の
他

（
１

）
人

件
費

（
２

）
退

職
手

当
引

当
金

繰
入

等

（
３

）
賞

与
引

当
金

繰
入

額

小
　

　
計

（
１

）
物

件
費

（
２

）
維

持
補

修
費

（
３

）
減

価
償

却
費

小
　

　
計

（
１

）
社

会
保

障
給

付

（
２

）
補

助
金

等

（
３

）
他

会
計

等
へ

の
支

出
額

（
４

）
他

団
体

へ
の

　
　

　
公

共
資

産
整

備
補

助
金

等

小
　

　
計

（
１

）
支

払
利

息

（
２

）
回

収
不

能
見

込
計

上
額

（
３

）
そ

の
他

行
政

コ
ス

ト

小
　

　
計

（
　

構
　

成
　

比
　

率
　

）

一
般

財
源

振
替

額

１
使

用
料

・
手

数
料

ｂ

２
分

担
金

・
負

担
金

・
寄

附
金

ｃ

ｄ
／

ａ

（
差

引
）

純
経

常
行

政
コ

ス
ト

ａ
－

ｄ

行
政

コ
ス

ト
計

算
書

　
説

明

４ そ
の

他
の

コ
ス

ト

経
常

行
政

コ
ス

ト
ａ

１ 人
に

か
か

る
コ

ス
ト

　
【
経

常
収

益
】

　
【
経

常
行

政
コ

ス
ト

】

２ 物
に

か
か

る
コ

ス
ト

３ 移
転

支
出

的
な

コ
ス

ト

経
常

収
益

合
計

（
ｂ

＋
ｃ

）
ｄ

【
性

質
別

の
行

政
コ

ス
ト
】

「
人

件
費

」
、

「
物

件
費

」
と

い
っ

た
、

主
に

予
算

科
目

で
分

類
さ

れ
る

性
質

別
経

費
と

、
「
退

職
手

当
引

当
金

繰
入

等
」
や

「
減

価
償

却
費

」
と

い
っ

た
発

生
主

義
特

有
の

勘
定

科
目

と
で

表
さ

れ
て

い
ま

す
。

（
行

政
コ

ス
ト
計

算
書

の
区

分
）

生
活

イ
ン

フ
ラ

・
国

土
保

全
教

 育
福

 祉
環

 境
 衛

 生
産

 業
 振

 興
消

 防
総

 務
議

 会
そ

の
他

（
決

算
統

計
（
目

的
別

）
の

区
分

）
土

 木
 費

教
 育

 費
民

 生
 費

衛
 生

 費
農

林
水

産
業

費
、

労
働

費
、

商
工

費
消

 防
 費

総
 務

 費
議

 会
 費

諸
支

出
金

等

【
目

的
別

の
行

政
コ

ス
ト
】

「
生

活
イ

ン
フ

ラ
・
国

土
保

全
」
、

「
教

育
」
、

「
福

祉
」
と

い
っ

た
行

政
目

的
別

に
分

類
し

て
表

し
て

い
ま

す
。

な
お

、
決

算
統

計
上

の
区

分
と

行
政

コ
ス

ト
計

算
書

上
の

対
応

関
係

は
下

記
の

と
お

り
で

す
。

（
差

引
）
純

経
常

行
政

コ
ス

ト
 …

　
行

政
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

た
め

に
要

し
た

経
費

（
上

記
「
経

常
行

政
コ

ス
ト
」
）
か

ら
、

施
設

利
用

料
な

ど
主

に
行

政
サ

ー
ビ

ス
提

供
の

過
程

で
得

ら
れ

た
受

益
者

負
担

（
上

記
「
経

常
経

費
」
）
を

差
引

い
た

経
費

を
表

し
ま

す
。

　
民

間
企

業
の

場
合

、
対

価
を

得
て

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

成
果

を
金

額
で

把
握

す
る

こ
と

が
可

能
ま

た
は

必
要

で
あ

り
、

利
益

が
成

果
測

定
の

尺
度

と
な

る
も

の
の

、
自

治
体

で
は

対
価

の
な

い
サ

ー
ビ

ス
提

供
が

一
つ

の
目

的
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
上

記
の

「
（
差

引
）
純

経
常

行
政

コ
ス

ト
」
は

、
町

税
や

地
方

交
付

税
と

い
っ

た
一

般
財

源
等

で
賄

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
コ

ス
ト
を

表
し

て
い

ま
す

。
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４．純資産変動計算書 
 
（１）純資産変動計算書の項目について 
 
純資産変動計算書の左側の各項目のうち、純経常行政コストから臨時損益までが一年間

の純資産の増減の変動を示し、科目振替は財源の異動を示しています。 
 
（２）行政コスト対税収等比率について 
 
純経常行政コストに対する一般財源等の比率を見ることにより、当年度に行われた行政

サービスのコストから受益者負担分を除いた純経常行政コストに対して、どれだけが当年

度の負担で賄われたかを見ることが出来ます。 
行政コスト対
税収等比率

＝
純経常行政コスト
（絶対値で計上）

÷ （ 一般財源 ＋
補助金等受入

（その他一般財源等）
）

94.3% ＝ 7,906,988千円 ÷ （ 6,826,029千円 ＋ 1,556,689千円 ）

 このことから、経常的な行政コストに対する町税等の一般財源等の比率が 94.3％である

ことが分かります。 
（※ 平均的な値は 90％から 110％の間になります。） 
この比率が 100％を下回っている場合は、翌年度以降へ引き継ぐ資産（基金など）が蓄積

されたか、翌年度以降へ引き継ぐ負担（地方債など）が軽減したことを表し、100％を上回

った場合は、過去から引き継いだ資産が取り崩されたか、翌年度以降へ引き継ぐ負担が増

加したことを表します。 
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（
単

位
：
千

円
）

純
資

産
合

計
公

共
資

産
等

整
備

国
県

補
助

金
等

公
共

資
産

等
整

備
一

般
財

源
等

そ
の

他
一

般
財

源
等

資
産

評
価

差
額

期
首

純
資

産
残

高
2
2
,5

2
4
,7

1
9

5
,5

9
7
,0

9
4

2
3
,8

7
8
,3

6
3

△
 6

,9
5
4
,5

0
2

3
,7

6
4

純
経

常
行

政
コ

ス
ト

△
 7

,9
0
6
,9

8
8

△
 7

,9
0
6
,9

8
8

一
般

財
源

地
方

税
2
,4

9
4
,7

9
4

2
,4

9
4
,7

9
4

地
方

交
付

税
3
,6

4
9
,9

5
2

3
,6

4
9
,9

5
2

そ
の

他
行

政
コ

ス
ト

充
当

財
源

6
8
1
,2

8
3

6
8
1
,2

8
3

補
助

金
等

受
入

1
,6

7
1
,2

4
7

1
1
4
,5

5
8

1
,5

5
6
,6

8
9

臨
時

損
益

災
害

復
旧

事
業

費
0

0

公
共

資
産

除
売

却
損

益
0

0

投
資

損
失

△
 1

,7
6
8

△
 1

,7
6
8

損
失

補
償

履
行

確
定

額
△

 3
,4

3
5

△
 3

,4
3
5

損
失

補
償

等
引

当
金

繰
入

等
△

 3
,5

9
8

△
 3

,5
9
8

科
目

振
替

公
共

資
産

整
備

へ
の

財
源

投
入

6
7
1
,4

2
0

△
 6

7
1
,4

2
0

公
共

資
産

処
分

に
よ

る
財

源
増

0
0

0

貸
付

金
・
出

資
金

等
へ

の
財

源
投

入
1
6
8
,1

2
3

△
 1

6
8
,1

2
3

貸
付

金
・
出

資
金

等
の

回
収

等
に

よ
る

財
源

増
0

△
 1

1
8
,5

7
2

1
1
8
,5

7
2

減
価

償
却

に
よ

る
財

源
増

△
 2

6
4
,1

6
3

△
 9

2
2
,9

6
1

1
,1

8
7
,1

2
4

地
方

債
償

還
に

伴
う

財
源

振
替

8
0
0
,5

5
2

△
 8

0
0
,5

5
2

資
産

評
価

替
え

に
よ

る
変

動
額

△
 4

2
7

△
 4

2
7

無
償

受
贈

資
産

受
入

1
0
,6

4
3

1
0
,6

4
3

そ
の

他
0

0

期
末

純
資

産
残

高
2
3
,1

1
6
,4

2
2

5
,4

4
7
,4

8
9

2
4
,4

7
6
,9

2
5

△
 6

,8
2
1
,9

7
2

1
3
,9

8
0

純
資

産
変

動
計

算
書

自
　

平
成

２
１

年
４

月
 １

 日

至
　

平
成

２
２

年
３

月
３

１
日
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公
共

資
産

等
整

備
国

県
補

助
金

等
公

共
資

産
等

整
備

一
般

財
源

等
そ
の

他
一
般
財
源
等

資
産
評
価
差
額

住
民

サ
ー

ビ
ス
を
提

供
す

る
た
め
の
財

産
を
取
得
し
た
財
源
の
う
ち
、
国
・
県
か

ら
補
助
を
受
け
た
も
の
で
す
。

公
共

資
産

等
に
充

て
ら
れ
た
一

般
財

源
等

を
指

し
て
お

り
、
公

共
資

産
等

の
財

源
の
う
ち
、
国
庫
支
出
金
、
県
支
出
金
、

地
方
債
、
債
務
負
担
行
為
以
外
の
も
の

を
計
上
し
ま
す
。

公
共
資
産
等
は
通
常
、
将
来
の
行
政

サ
ー

ビ
ス
や

地
方

債
償

還
の
財

源
と
し
て

使
う
こ
と
は
出
来
ず
、
す
で
に
公
共
資
産

等
に
投
下
さ
れ
た
財
源
は
拘
束
さ
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
左
記
「
公
共
資

産
等

整
備

一
般

財
源

等
」
と
は
別

に
、
将

来
自

由
に
財

源
と
し
て
使

用
で
き
る
純

資
産
を
計
上
し
て
い
ま
す
。

新
た
に
売
却
可
能
資
産
が
計
上
さ
れ
た

場
合
、
も
し
く
は
資
産
の
評
価
替
え
を
行

い
、
帳

簿
価

額
と
売

却
可

能
価

額
ま
た

は
再

調
達

価
額

と
の
差

額
を
計

上
し
て

い
ま
す

。

期
首

純
資

産
残

高
…

前
年

度
末

の
貸

借
対

照
表

に
計

上
さ
れ
て
い
る
純

資
産

残
高

を
計

上
し
ま
す

。

純
経
常
行
政
コ
ス
ト

…
当

年
度

の
「
行

政
コ
ス
ト
計

算
書

」
に
お

け
る
「
（
差

引
）
純

経
常

行
政

コ
ス
ト
」
を
計

上
し
ま
す

。

一
般

財
源

補
助

金
等

受
入

臨
時

損
益

…

災
害

復
旧

事
業

費
…

当
該
年
度
の
災
害
復
旧
事
業
費
を
計
上
し
ま
す
。

公
共

資
産

除
売

却
損

益
…

公
共

資
産

を
除

却
し
た
場

合
は
除

却
し
た
公

共
資

産
の
帳

簿
価

額
、
売

却
し
た
場

合
は
公

共
資

産
の
帳

簿
価

額
と
売

却
額

と
の
差

額
を
計

上
し
ま
す

。

投
資

損
失

…
出

資
金

の
減

資
や

投
資

及
び

出
資

金
の
実

質
価

額
と
取

得
原

価
の
差

額
を
計

上
し
ま
す

。

損
失

補
償

履
行

確
定

額
…

中
小

企
業

等
に
対

す
る
債

務
保

証
又

は
損

失
補

償
の
履

行
決

定
を
計

上
し
ま
す

。

損
失

補
償

等
引

当
金

繰
入

等
…

中
小

企
業

等
に
係

る
損

失
補

償
債

務
で
、
履

行
額

が
確

定
し
て
い
な
い
も
の
の
う
ち
、
今

後
損
失
補
償
が
見
込
ま
れ
る
も
の
を
計
上
し
て
い
ま
す
。

科
目

振
替

…
取
得
時
の
財
源
投
入
額
や
処
分
時
の
財
源
増
加
額
を
把
握
し
、
純
資
産
変
動
計
算
書
上
で
の
財
源
の
異
動
を
明
ら
か
に
し
ま
す
。

公
共

資
産

整
備

へ
の

財
源

投
入

…
公

共
資

産
整

備
に
際

し
て
、
補

助
金

等
以

外
に
ど
の
程

度
の
一

般
財

源
が
充

て
ら
れ
た
か
を
表
し
ま
す
。

公
共

資
産

処
分

に
よ
る
財

源
増

…
「
貸

借
対

照
表

」
に
計

上
さ
れ
て
い
た
公

共
資

産
を
除

却
ま
た
は
売

却
し
た
場

合
、
資

産
に
充
て
ら
れ
て
い
た
財
源
に
つ
い
て
、
一
般
財
源
へ
の
振
替
処
理
を
表
し
て
い
ま
す
。

貸
付

金
・
出

資
金

等
へ

の
財

源
投

入
…

貸
付

金
・
出

資
金

等
に
対

し
て
補

助
金

等
以

外
に
ど
の
程

度
の
一

般
財

源
が
充

て
ら
れ
た
か
を
表

し
て
い
ま
す

。

貸
付

金
・
出

資
金

等
の

回
収

等
に
よ
る
財

源
増

…
貸
付
金
・
出
資
金
等
の
回
収
な
ど
が
あ
っ
た
場
合
、
こ
れ
ら
に
充
て
ら
れ
て
い
た
財
源
に
つ
い
て
、
一
般
財
源
へ
の
振
替
処
理
を
表
し
て
い
ま
す
。

減
価

償
却

に
よ
る
財

源
増

…
有

形
固

定
資

産
の
減

価
償

却
に
伴

い
、
有

形
固

定
資

産
に
充

て
ら
れ
て
い
た
財

源
を
、
そ
の
他
一
般
財
源
へ
の
振
替
を
表
し
て
い
ま
す
。

地
方
債
償
還
に
伴
う
財
源
振
替

…
地

方
債

の
償

還
に
よ
っ
て
一

般
財

源
の
負

担
が
生

じ
て
い
る
（
一

般
財

源
で
地

方
債

を
償
還
し
て
い
る
）
た
め
、
財
源
の
振
替
を
表
し
て
い
ま
す
。

資
産

評
価

替
え
に
よ
る
変

動
額

…
「
貸

借
対

照
表

」
に
計

上
さ
れ
た
資

産
を
評

価
す

る
こ
と
に
よ
り
生

じ
た
評

価
差

額
を
計

上
し
ま
す

。

無
償

受
贈

資
産

受
入

…
無
償
で
資
産
を
受
贈
し
た
場
合
の
有
形
固
定
資
産
計
上
額
を
表
し
て
い
ま
す
。

そ
の

他
…

そ
の
他

の
純

資
産

の
変

動
に
つ

い
て
、
そ
の
内

容
を
示

す
名

称
を
付

し
た
科

目
を
も
っ
て
計

上
し
ま
す

。

期
末

純
資

産
残

高

純
資

産
変

動
計

算
書

　
説

明

純
資

産
合

計 経
常

的
で
な
い
特

別
な
事

由
に
基

づ
く
損

益
が
発

生
し
た
場

合
、
当

該
内

容
を
示

す
名

称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て
臨
時
損
益
に
計
上
し
ま
す
。
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５．資金収支計算書 
 
（１）経常的収支の部について 
 
この項目には、経常的な行政活動で支出される人件費や物件費、社会保障給付などの支

出に対して、経常的な行政活動で使われる収入がどのくらいあったかが示されています。 
経常的収支の黒字額が小さいと財政が硬直化していることになり、行政経費の削減が必

要になります。 
 
（２）公共資産整備収支の部について 
 
この項目には、まちづくりや施設などを整備するためにかかった支出と、そのために国

や県から交付された補助金、発行した地方債、取り崩した基金の額などが記載されていま

す。町が直接行う公共資産整備のほか、他の団体等を通じて行った公共資産整備に対する

支出も含まれます。 
 
（３）投資・財務的収支の部 

 
この項目には、資金の貸付や基金の積立、地方債の返済などの支出と、それらの財源と

なる収入や公共資産売却による収入など、財務的な収支が記載されています。 
 
※ 公共資産整備収支額及び投資・財務的収支額がマイナスになっています。これは、

経常的収支の黒字額で不足額を補っていることを意味します。 
 
（４）歳入歳出決算総額について 
 
決算書における普通会計（一般会計＋土地開発事業特別会計）の歳入歳出決算総額と資

金収支計算書の歳入歳出総額が異なっております。これは、次の調整を行っているためで

す。 
①普通会計内での資金異動の控除 
一般会計から土地開発事業特別会計への繰出金を歳入歳出総額から控除しています。 
この調整後の金額が、決算統計の歳入歳出総額となります。 

②繰越金の控除 
歳入における繰越金は決算書上計上されていますが、実際は当年度に収入されておら

ず、前年度に収入されているため、歳入総額から控除しています。 
 
（５）資産形成規模について 
 
社会資本形成の結果を表す公共資産の歳入総額との比率を見ることにより、形成された

資産は何年分の歳入に匹敵するかを見ることができます。 

歳入対資産比率 ＝
公共資産合計
（貸借対照表）

÷ 歳入総額

355.5% ＝ 35,522,710千円 ÷ 9,992,248千円  
このことから、町が保有する公共資産は歳入の約 3.6 倍に匹敵することが分かります。 
（※ 平均的な値は 3.0 倍から 7.0 倍の間になります。） 

この比率が高いと、社会資本整備が進んでいると考えられるものの、維持管理経費が発生

する可能性が高いと推測されます。 
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（単位：千円）

人件費
物件費
社会保障給付
補助金等
支払利息
他会計等への事務費等充当財源繰出支出
その他支出

支 出 合 計

地方税
地方交付税
国県補助金等
使用料・手数料
分担金・負担金・寄附金
諸収入
地方債発行額
基金取崩額
その他収入

収 入 合 計

経 常 的 収 支 額

公共資産整備支出
公共資産整備補助金等支出
他会計等への建設費充当財源繰出支出

支 出 合 計

国県補助金等
地方債発行額
基金取崩額
その他収入

収 入 合 計

公 共 資 産 整 備 収 支 額

投資及び出資金
貸付金
基金積立額
定額運用基金への繰出支出
他会計等への公債費充当財源繰出支出
地方債償還額
長期未払金支払支出

支 出 合 計

国県補助金等
貸付金回収額
基金取崩額
地方債発行額
公共資産等売却収入
その他収入

収 入 合 計

投 資 ・ 財 務 的 収 支 額

翌年度繰上充用金増減額

当年度歳計現金増減額

期首歳計現金残高

期末歳計現金残高

※1 一時借入金に関する情報
① 平成２１年度における一時借入金の借入はありません。
② 平成２１年度における一時借入金の借入限度額は1,000,000千円です。
※2 基礎的財政収支（プライマリーバランス）に関する情報

　収入総額
　地方債発行額 △
　財政調整基金等取崩額 △
　支出総額 △
　地方債償還額
　財政調整基金等積立額
　　基礎的財政収支

1,549,210

6,529,166

2,494,782

183,437

1,363,426
219,214

3,649,952

2,066,358
1,090,605

583,538

1,022,588

資金収支計算書
自　平成２１年４月　１日

至　平成２２年３月３１日

１ 経 常 的 収 支 の 部

156,063
32,579

147,544
8,280

102,922
492,000

6,180
546,686

8,997,556

2,468,390

２ 公 共 資 産 整 備 収 支 の 部
1,355,378

143,864
635

1,544,020

122,037
669,400
31,507
3,388

826,332

△ 717,688

３ 投 資 ・ 財 務 的 収 支 の 部
0

67,589

56,730
17,720

0

0

543,015
1,107,803

1,862,906

0

3,329
90,581

168,360

210,097

△ 1,694,546

56,156

0

266,253

9,992,248

382,967

1,161,400
0

9,856,092
1,327,017

81,194
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１ 経 常 的 収 支 の 部 …
後述する「公共資産整備収支」及び「投資・財務的収支」に含まれない支出と収入、
つまり町の経常的な行政活動に係る資金収支を項目別に計上しています。

人件費
物件費
社会保障給付 　当該科目に係る決算額を計上しています。
補助金等
支払利息
他会計等への事務費等
　　充当財源繰出支出

… 通常の補助金と他会計への補助金を区別するため、上記の「補助金等」から別途計
上しています。

その他支出 … 性質区分でいう維持補修費、災害復旧事業費に係る所要額を計上します。

支 出 合 計

地方税 … 当該科目に係る決算額を計上しています。

地方交付税 … 当該科目に係る決算額を計上しています。

国県補助金等
使用料・手数料
分担金・負担金・寄附金
諸収入
地方債発行額
基金取崩額
その他収入

収 入 合 計

経 常 的 収 支 額

２ 公共資産整備収支の部 …
公共資産整備に伴う支出と、それに対応する財源（収入）を計上します。なお、公共
資産の整備を町で行ったものでない場合でも、最終的な使途が公共資産整備であ
れば、該当する他会計及び他団体補助金等の支出額についても計上します。

公共資産整備支出 … 町で行う普通建設事業費を計上しています。

公共資産整備補助金等支出 … 上記以外の普通建設事業費に係る補助金等を計上しています。

他会計等への建設費
　　充当財源繰出支出

…
他会計への建設事業費充当財源繰出金について計上しています。

支 出 合 計

国県補助金等
地方債発行額
基金取崩額
その他収入

収 入 合 計

公 共 資 産 整 備 収 支 額

３ 投資・財務的収支の部 …
投資及び出資金、貸付金、基金、公債費等に伴う支出と、それに対応する財源（収
入）を計上します。

投資及び出資金

貸付金

基金積立額 … 前年度の歳入歳出差引のうち、当年度の繰越金として歳入に含めず、直接基金に
積み立てる歳計剰余金処分による基金積立額がある場合は、これを含めて計上して
います。

定額運用基金への繰出支出
他会計等への公債費
　　充当財源繰出支出
地方債償還額
長期未払金支払支出

支 出 合 計

国県補助金等
貸付金回収額
基金取崩額
地方債発行額
公共資産等売却収入
その他収入

収 入 合 計

投 資 ・ 財 務 的 収 支 額

翌年度繰上充用金増減額

当年度歳計現金増減額

期首歳計現金残高

期末歳計現金残高

当該科目に係る決算額を計上しています。

資金収支計算書　説明

左記については、該当科目の当年度決算額から、「公共整備収支の部」及び「投
資・財務的収支の部」に計上される額を除いた額を計上します。

普通建設事業費の財源となった国庫支出金及び県支出金、地方債、基金取崩額、
その他収入（使用料・手数料、分担金・負担金・寄附金、財産収入、諸収入）を計上
しています。

法適用の公営企業等に対する出資金・貸付金については、「他会計への事務費等
充当財源繰出支出」、「他会計への建設費充当財源繰出支出」、「他会計への公債
費充当財源繰出支出」のいずれかに計上されることから、これらを除いたものを計上
しています。

当該科目に係る決算額を計上しています。
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６．総括 
 
現在、本町の財務状況を総体的に判断すると、社会資本形成の過去及び現世代負担比率、

資産老朽化比率、受益者負担比率、行政コスト対公共資産比率、行政コスト対税収等比率

及び歳入対資産比率の各比率とも平均的な値であり、安心できる状態であります。しかし、

今後、資産老朽化比率（有形固定資産の老朽度）が高くなることが予測され、また、受益

者負担比率（行政サービスに対する利用者負担）が低くなることが予測されます。 
このことから、今後、安定的な財政運営をするためには、老朽化が進んでいる施設の改

修や更新を計画的に行うこと、施設の使用料や各種行政サービスに対する受益者負担につ

いて、適正な水準にしていくことが必要であると考えます。 
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